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特
集
特
集

　夏休みに入った最初の日
曜日、カジカ捕りのイベント
に各方面から大勢の親子連
れが集い一心に川底を覗く。

「夏の賑わい」

回覧



3 2平成 28 年 8 月号平成 28 年 8 月号

　　 　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
が
一

部
改
正
さ
れ
、
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は
、
農
地
等
の

利
用
最
適
化
（
農
地
の
集
積
・
集
約

化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消

や
新
規
参
入
の
促
進
）
の
推
進
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

主
な
改
正
内
容
は
、
農
業
委
員
会
業

務
の
重
点
化
、
農
業
委
員
の
選
出
方
法

の
変
更
、
そ
れ
に
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
の
新
設
で
す
。　

１　

農
業
委
員
会
業
務
の
重
点
化

○
任
意
業
務
か
ら
必
須
業
務
に

　

今
ま
で
任
意
業
務
と
し
て
い
た
担
い

手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
、
耕
作

放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
や
新
規
参

入
の
促
進
が
必
須
業
務
に
位
置
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。

２　

 

農
業
委
員
の
選
出
方
法
が
変

わ
り
ま
す
。

○
公
選
制
か
ら
地
域
推
薦
・
応
募
に

　

農
業
委
員
の
選
出
方
法
は
、
公
職
選

挙
法
に
基
づ
く
も
の
か
ら
市
町
村
長
が

議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
方
法
に

な
り
ま
し
た
。

　

市
町
村
長
は
、
地
域
の
農
業
者
等
か

ら
農
業
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
を
求

め
、
希
望
者
を
募
集
し
、
そ
の
結
果
を

公
表
し
ま
す
。

○ 

認
定
農
業
者
を
過
半
に
。
利
害
関
係

者
以
外
も
登
用
を

　

農
業
委
員
の
過
半
数
が
認
定
農
業
者

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
農
業
委
員
会
の
所
掌
す
る
事

務
に
関
し
、
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者

が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
女
性
や
青
年
の
登
用
促
進
を

　

現
在
の
農
業
委
員
に
は
、
年
齢
、
性

別
等
に
著
し
い
偏
り
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
引
き
続
き
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な

い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

特集
農業委員と最適化推進委員の役割

農　業　委　員

　合議体として農業委員会としての意志を決定する。

● 総会に出席して農地の貸借・売買、農地転用許可

等を審議、判断する。

● 毎年担当地区内のすべての農地の利用状況を調査

する。

● 農地所有者の所在の特定及び所有農地の管理・利

用状況、将来の経営意向、後継者の有無に関する

調査を行う。

● 農業者等からは農地の権利取得、相続・贈与及び

有効利用並びに農業経営等に関する相談に応じる。

● 農地利用最適化推進指針を作成し、指針に基づく

活動計画を作成する。

● 農業委員活動を通じて得られた知見を基に関係機

関・団体に意見を提出する。

● 上記のために必要な知識を習得するための研修会

に参加する。

農地利用最適化推進委員

　担当地区において現場活動を行う。

● 毎年担当地区内のすべての農地の利用状況を調査

する。

● 農地所有者の所在の特定及び所有農地の管理・利

用状況、将来の経営意向、後継者の有無に関する

調査を行う。

● 農業者等からは農地の権利取得、相続・贈与及び

有効利用並びに農業経営等に関する相談に応じ

る。

● 総会や部会に出席して、農地利用の最適化につい

て意見を述べる。

● 農地利用最適化推進指針の作成に参画し、指針に

基づいて現場活動を行う。

● 上記のために必要な知識を習得するための研修会

に参加する。

　

３　

 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

が
設
置
さ
れ
ま
す

○ 

農
業
委
員
会
は
農
業
委
員
と
と
も
に

地
域
で
活
動
す
る
推
進
委
員
を
委
嘱

し
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
は
、
農
地
等
の
利
用
の

最
適
化
の
推
進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
を
委
嘱
し
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
は
、
地
域
ご
と
に
農
業

者
等
か
ら
推
進
委
員
の
候
補
者
の
推
薦

を
求
め
、
希
望
者
を
募
集
し
、
そ
の
結

果
を
公
表
し
ま
す
。

○ 

推
進
委
員
は
農
業
委
員
会
の
総
会
、

部
会
に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
の
総
会
ま
た
は
部
会

は
、
推
進
委
員
に
対
し
、
担
当
地
域
に

お
け
る
活
動
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
、
推
進
委
員
も
総
会
ま
た
は
部
会

に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
を
進
め
る

た
め
に
は
、
農
業
委
員
と
推
進
委
員
が

一
体
的
に
連
携
し
あ
っ
て
取
り
組
む
こ

と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

＊ 

改
正
法
の
施
行
は
平
成
28
年
４
月
１

日
で
す
が
、
当
市
の
農
業
委
員
の
任

期
は
経
過
措
置
に
よ
り
平
成
29
年
７

月
19
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
改
正

法
に
よ
る
農
業
委
員
の
任
期
は
、
平

成
29
年
７
月
20
日
か
ら
に
な
り
ま

す
。

※ 農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・募集の詳細につきましては、次回発行の農業委員会
広報「さわやか」でお知らせする他、新発田市の広報・ホームページ等でお知らせする予定です。
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本
田
祭
り

本
田
祭
り

　

こ
れ
か
ら
と
云
う
時
に
ご
紹
介
が
出

来
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
今

年
の
祭
り
は
終
わ
っ
て
し
ま
い
残
念
で

す
け
れ
ど
も
、
私
の
地
元
の
本
田
祭
り

を
知
っ
て
頂
き
た
く
て
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
少
し
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

本
田
祭
り
は
毎
年
四
月
二
十
四
日
か

ら
二
十
五
日
に
か
け
て
熊
野
神
社
に
て

豊
作
を
祈
願
す
る
た
め
に
、
上
本
田
、

下
本
田
、
中
之
通
、
興
野
集
落
の
四
つ

の
集
落
が
持
ち
回
り
で
開
催
し
て
い
ま

す
。
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
出
し

物
と
し
て
、
昔
か
ら
地
元
の
青
年
団
が

当
番
の
集
落
か
ら
神
社
ま
で
笛
や
太
鼓

を
響
か
せ
な
が
ら
屋
台
を
引
い
て
道
中

を
盛
り
上
げ
神
社
に
奉
納
し
て
い
ま

す
。（
具
体
的
に
は
、
説
明
が
長
く
成

り
ま
す
の
で
興
味
の
あ
る
方
は
来
年
の

祭
り
の
日
で
も
見
に
来
て
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す
）

　

近
年
は
、
少
子
化
や
近
代
化
の
た
め

か
、
徐
々
に
若
者
が
減
り
青
年
団
だ
け

で
は
屋
台
を
出
す
の
は
難
し
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
再
び
青
年
団
達
と

共
に
元
青
年
団
達
が
老
体
に
鞭
打
っ
て

祭
り
の
屋
台
楽
隊
を
次
の
世
代
に
残
そ

う
と
若
者
と
お
や
じ
が
一
緒
に
屋
台
を

引
い
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
感
じ
の
出
し
物
が
あ
る
祭
り

で
す
。

 

（
佐
々
木
委
員
）

今年の本田祭り

10年前（平成18年）の様子
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Ｊ
Ａ
北
越
後
経
営
管
理
委
員
会
会
長
に
聞
く

　

六
月
二
十
六
日
の
通
常
総
代
会
後
の
臨
時
経
営
管
理
委
員
会
で
新
し
く
経

営
管
理
委
員
会
会
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
石
山
正
博
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
て

き
ま
し
た
。

◆ 

組
合
長
も
経
験
さ
れ
た
会
長
に
お

聞
き
致
し
ま
す
が
、
経
営
管
理
委

員
会
会
長
と
組
合
長
の
違
い
に
つ

い
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

　

今
ま
で
の
組
合
長
と
し
て
の
立
場

は
、
職
務
権
限
に
基
づ
い
た
稟
議
書

の
決
裁
を
行
い
な
が
ら
年
間
計
画
に

沿
っ
た
業
務
執
行
や
組
合
員
の
各
種

行
事
や
各
部
会
行
事
、
行
政
の
会
議

に
出
席
す
る
な
ど
組
織
内
で
経
営
者

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
対
外
的

に
外
交
の
役
割
を
果
す
な
ど
業
務
に

あ
た
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

経
営
管
理
委
員
会
会
長
と
し
て

は
、
Ｊ
Ａ
の
動
き
を
大
所
高
所
に
立

っ
て
、
Ｊ
Ａ
の
使
命
が
果
た
さ
れ
て

い
る
か
を
管
理
す
る
こ
と
に
努
め
る

と
共
に
組
合
員
の
意
思
を
把
握
し
、

意
向
に
沿
っ
た
対
応
が
成
さ
れ
て
い

る
か
を
管
理
し
な
が
ら
、
対
外
的
に

外
交
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
役
目

と
な
り
ま
す
。

　

お
忙
し
い
と
こ
ろ
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

今
後
共
、
農
業
委
員
会
と
の
お
付

き
合
い
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 

（
嶋
津
委
員
）

　

昨
年
の
春
辺
り
か
ら
村
の
人
か
ら
「
腰
曲
が
っ
て
き
た
ね
」
と
言

わ
れ
、「
ま
さ
か
」
と
思
い
つ
つ
、
家
に
帰
っ
て
柱
に
踵
を
つ
け
、

尻
、
肩
、
頭
と
つ
け
る
と
顎
が
上
が
る
。
孫
に
、「
爺
ち
ゃ
ん
顎
も

っ
と
下
げ
な
い
と
」
と
言
わ
れ
た
が
、
柱
か
ら
後
頭
部
が
離
れ
る
。

孫
親
、
父
親
も
腰
は
曲
が
ら
な
か
っ
た
。
意
識
し
て
い
な
い
と
自
然

と
前
屈
に
な
っ
て
い
る
様
だ
。
い
つ
ま
で
も
ダ
ン
デ
ィ
ー
で
居
た
か

っ
た
け
ど
…
。

　

毎
年
秋
頃
に
は
腰
痛
で
接
骨
院
へ
通
う
。

　
「
先
生
、
俺
の
腰
は
曲
が
る
で
し
ょ
う
か
」「
は
い
曲
が
り
ま
す
」

そ
の
言
葉
通
り
に
な
っ
て
き
た
。

　

曲
が
る
と
言
え
ば
日
本
の
農
業
も
大
き
く
曲
が
っ
て
行
く
。
Ｔ
Ｐ

Ｐ
の
問
題
、
我
々
農
家
は
農
業
問
題
が
一
番
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
医

療
、
知
的
財
産
、
労
働
、
金
融
な
ど
農
業
以
外
は
全
く
分
か
ら
な

い
。
国
も
四
月
の
通
常
国
会
で
国
と
国
と
の
約
束
で
墨
塗
り
文
書
が

…
…
我
々
も
知
る
権
利
が
あ
る
け
れ
ど
教
え
て
く
れ
な
い
。

　

自
分
の
進
む
道
を
は
っ
き
り
と
来
年
中
に
決
め
な
い
と
人
の
尻
を

追
い
か
け
る
事
に
な
る
。
人
の
先
へ
出
る
事
は
難
し
い
。

　

困
っ
た
ら
人
の
話
や
情
報
を
十
分
取
り
入
れ
、
自
分
の
進
む
道
を

決
め
て
行
き
た
い
。

 

（
近
藤
委
員
）

爺
ち
ゃ
ん
腰
曲
が
る

お
尋
ね
し
ま
し
た

お
尋
ね
し
ま
し
た

JA北越後経営管理委員会会長
石山　正博 さん
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「農地パトロール」「農地パトロール」を行っています！を行っています！
　農業委員会では、毎年、耕作または保全管理がなされていない遊休農地や、無許可で農地以外に使

用している農地があるかなどを確認するため、農地の利用状況調査（農地パトロール）を行っています。

農地パトロールは8月と11月に重点的に行っていますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　農地パトロールで遊休農地が確認された場合は、農地法の規定に基づき、「自ら耕作または保全管

理するか」「農地中間管理事業を利用して誰かに貸し付けるか」など、所有者の方に今後の農地の利

用意向を確認するための「利用意向調査」を行います。

　「利用意向調査の回答がない」「表明した意向ど

おりに農地を利用していない」などの場合は、農

地中間管理機構との協議を勧告することになりま

す。勧告の対象となった農地については、固定資

産税が増額となる場合がありますので、ご留意く

ださい。

　なお、すでに山林や原野のような状態になって

いるなど、草刈りや農業機械による耕起だけでは

再生が困難な農地については、所有者の方からの

申請による「非農地判断」を行うこともありま

す。該当する農地がある場合は、地区担当の農業

委員または農業委員会事務局にご相談ください。

◆申込み・問い合わせは、新潟県農業会議
　（電話025－223－2186）へ！
　詳しくはインターネットでご確認ください。
　URL　https://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/next/

「農の雇用事業」（次世代経営者育成派遣研修支援事業）とは？
　農業法人等の職員等を他の法人（農業・異業種）に派遣（出向）
し、実践研修を通じて経営ノウハウを習得することで、経営感覚
の優れた次世代経営者を育成する取り組みを支援する事業です。
　派遣元の農業生産法人等に対し、派遣される職員等（研修生）の
代替として新たに雇用した職員の人件費等について助成します。

助成内容
【 助成額 】1ヵ月最大10万円（①・②合わせて）
　≪内訳≫　①代替職員人件費
　　　　　　②派遣研修経費
（派遣研修に伴う転居費、住居費、交通費、研修負担金）
【助成期間】最短3ヵ月～最長24ヵ月

募集の時期
随　時　※ 助成開始時期等については、農業会議までお問い合

わせください。

事業参加にあたっての主な条件
〈＊詳しい要件は、農業会議にお問い合わせください〉
① 派遣元農業法人等は、概ね年間を通じて農業を営む事業体
（農業法人・家族経営・農業サービス業体等）であること。

② 研修に派遣する研修生を研修終了後、1年以内に役員または
経営に参画する部門責任者等、経営の中核に担う役職に登用
することを確約していること（家族経営の場合は、経営を移
譲すること、または経営を法人化した上で役員等に登用する
ことを確約していること）。

③ 派遣する研修生は、出向契約日時点で原則55歳未満である
こと。

④ 派遣元農業法人等と受入法人は人材育成を目的とした出向契
約を結び、研修生を労働災害補償保険及び雇用保険に加入さ
せること。

※助成内容が充実しました！

①派遣する職員等の替わりに新たに
　雇用する職員の人件費人件費
②派遣する職員等の研修に伴う
　転居費、住居費、交通費、転居費、住居費、交通費、
　　研修負担金研修負担金（※26.2に追加しました）

派遣元農業法人等に対し派遣元農業法人等に対し
月額最大10万円月額最大10万円
助成します！助成します！

（①②合計）

出向契約

支援します！！！
「次世代の農業経営者育成」
使いやすくなった「農の雇用（次世代）タイプ」
を活用ください。

次の経営者を育てたい！
息子に経営を移譲したい！
法人化して新たな
事業展開したい！

職員等を先進農業法人や
他産業の法人に派遣（出向）

経営ノウハウ等の習得に向けた研修を実施

研修終了後１年以内に役員または経営者等に登用
現場・部門責任者への登用も該当します現場・部門責任者への登用も該当します
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平成28年度  平成28年度  農業委員会活動方針並びに事業計画決定農業委員会活動方針並びに事業計画決定
　
　平成28年度活動方針並びに事業計画について、4月28日開催の農業委員会総会で承認されました。
この活動方針並びに事業計画に際して、平成28年3月15日から4月15日までの間、市民のみなさん
から意見等募集（パブリックコメント）を経て策定いたしました。（意見等募集結果　意見なし）

1　1　活動方針活動方針
　 　農業委員会等に関する法律と農地行政関係法令業務の適正・的確な遂行と地域農業の振興のた
め、耕作放棄地の未解消や新規就農者の参入などの新たな取り組みを地域農業の発展のため、市並
びに関係機関・団体との連携の下、地域の実情に即した活動を展開する。

2　2　事業計画事業計画
　 　事業方針に基づいて、次のとおり審議するとともに、各部会において年間事業計画を策定して活
動を展開する。

　会議の開催
　　定例総会　　　　　　月1回
　　農地等調査委員会　　月1回（定例総会前に開催）
　　新規就農計画調査会　必要に応じて

　農地調整部会
　　 　農地制度の適正な執行のため、遊休農地の解消対策や農業用施設用地の目的外使用も含めた無
断転用並びに農地の適正な利用状況の監視及び指導を主体とした活動を展開する。

　　○農地パトロール
　　　・遊休農地の現地調査及び当該農地権利者への利用意向調査の実施
　　　・無断転用地の調査及び農地権利者への個別指導の実施
　　　・新規取得農地等の管理状況等現地調査及び不適切管理農地に対する個別指導の実施
　　○農業振興地域整備に関する法律の適正な運用
　　　・農振農用地区域内にある農業用施設の現地調査の実施

　農政推進部会
　　 　就業の場並びに多様な担い手の確保に向け、新規就農者支援や人・農地プランの推進など関係
機関・団体と連携した活動を主体に展開する。

　　○担い手、認定農業者の育成・確保及び女性の経営参画の環境づくりの推進
　　　・農業者等との意見交換会、懇談会の実施
　　○委員会活動の円滑化及び適正化に向けた各種研修会の開催
　　　・委員会視察研修事業
　　　・農業者年金研修会

　情報活動部会
　　 　農業委員会活動をはじめ、農地行政にかかる関係法令業務の適正な執行のため、各種情報の提
供を主体とした活動を展開する。

　　○農業委員会広報「さわやか」の発行
　　○全国農業新聞の普及推進
　　　・農業者への啓発活動
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洋 INFORMATION

ご意見・ご感想をお寄せください。　　農業委員会事務局　TEL 33-3119（内線3236）

　今回は、豊浦地区蛇塚にお住まいの坂井与志
一さんのお宅におじゃましました。 （小林委員）

　

坂
井
家
は
与よ

志し

一か
ず
さ
ん
、
妻
の
こ

ず
え
さ
ん
、
息
子
夫
婦
の
与よ

史ふ
み

さ

ん
、
葵あ
お
いさ
ん
、
母
の
カ
ツ
エ
さ
ん
、

孫
の
与よ

央お

君
、
友ゆ
う

君
、
煌あ
き

君
、
菜な

美み

ち
ゃ
ん
と
、
９
人
の
大
家
族
で
す
。

　

経
営
内
容
は
、
水
稲
９
ha
（
内
こ

が
ね
も
ち
２
ha
）
と
転
作
地
３
ha

（
枝
豆
、
青
大
豆
、
野
菜
）
の
他
、

農
産
加
工
（
餅
、
味
噌
、
漬
物
）

を
、
坂
井
フ
ァ
ー
ム
フ
ー
ズ
の
名
称

で
、
ス
ー
パ
ー
や
直
売
所
等
で
販
売

し
て
い
ま
す
。
取
材
に
伺
っ
た
６
月

下
旬
頃
は
、
枝
豆
の
収
穫
が
始
ま
っ

て
い
ま
し
た
。

　

３
年
前
に
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
を
新

築
さ
れ
、
作
業
の
効
率
化
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　

平
成
５
年
に
は
、
夫
婦
で
趣
味

だ
っ
た
社
交
ダ
ン
ス
の
教
室
（
坂
井

ダ
ン
ス
ス
タ
ジ
オ
）
を
オ
ー
プ
ン
さ

れ
、
60
名
程
の
生
徒
さ
ん
が
お
ら
れ

る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
与
志
一
さ
ん

は
、「
食
す
る
人
に
感
動
を
」
を

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
日
々
忙
し
く

働
い
て
い
て
、
妻
の
こ
ず
え
さ
ん
い

わ
く
、「
マ
グ
ロ
の
様
な
人
」
と
の

事
。

　

最
後
に
今
後
の
目
標
を
お
尋
ね
し

た
と
こ
ろ
、「
現
状
維
持
」
と
笑
顔

で
話
さ
れ
、
足
速
に
軽
ト
ラ
ッ
ク
に

乗
り
込
ん
で
行
か
れ
ま
し
た
。

食
す
る
人
に
感
動
を
！

食
す
る
人
に
感
動
を
！

編◆集◆後◆記編◆集◆後◆記
　近年の天候は、局地的、降ってほしい所に

は降らず渇水状態。

　今年はラニーニャ現象らしいが、昨年一昨

年と下越一帯は台風の影響により稲作は２年

連続甚大な損害を被った。

　２年連続で思い出されるのは、昭和41年42

年の加治川の堤防決壊だ。特に昭和42年は

日中のため、消防団員の「加治川が切れた」

の声に皆が集落境迄走った。目の当たりにし

たのは、津波の様に押し寄せ、まさに水が走

るさまが未だに脳裏に。水が引いたのは一週

間後だった。

　当時、悪者扱いにされた桜はことごとく伐

採された。近年、若木を植え一部地域では往

年の姿が見られる様になった。

　今年の稲作は良さそうだ。「天の神様」平

穏無事にと祈る日々である。 （松井委員）

事務局人事異動
～よろしくお願いいたします～

係長　　松田　和博（農林整備課から） 平成28年4月1日付
主任　　石井　陽一（みらい創造課から） 平成28年4月1日付

～お世話になりました～

次長　　吉田　和明（紫雲寺支所長補佐へ） 平成28年4月1日付
主任　　山際　　香（市民生活課へ） 平成28年4月1日付

月700円、年8,400円消費
税込金曜日発行週刊

※現金納付の方は、
　口座振替日が納付
　期限です。

３ヵ月無料試し読みキャンペーン実施中！
詳しくは農業委員会事務局または農業委員まで。

全国農業新聞購読料（３ヵ月分）口座振替日のお知らせ
７・８・９月分 平成28年11月10日（木）
10・11・12月分 平成29年 2月10日（金）

全国農業新聞全国農業新聞をを読もう！！読もう！！
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